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入 札 公 告 

 

 

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。 

 

 

                                                             令 和  ６ 年  ４ 月 １ ２ 日  

 

 

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

総 務 部 長   佐 藤  匡 延  ( 公 印 省 略 )  

                                 

 

 

１ ． 調 達 内 容 

 

（ １ ） 調 達 件 名 及 び 数 量    国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

マ イ ナ ン バ ー 取 扱 業 務   一 式  

 

  （ ２ ） 調 達 仕 様     業 務 仕 様 書 に よ る 。  

 

  （ ３ ） 履 行 期 間       業 務 仕 様 書 に よ る 。  

 

  （ ４ ） 履 行 場 所       業 務 仕 様 書 に よ る 。  

 

（ ５ ） 入 札 方 法    入 札 金 額 は 、 マ イ ナ ン バ ー 取 扱 業 務 （ 収 集 業 務 、 保 管 ・ 廃

棄 業 務 、 利 用 業 務 で 取 扱 業 務 ） の 単 価 に 予 定 数 量 を 乗 じ た 金

額 及 び シ ス テ ム 利 用 に か か る 費 用 を 加 え た ２ カ 年 分 の 総 額 を

記 載 す る こ と 。 落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た

金 額 に 当 該 金 額 の １ ０ ０ 分 の １ ０ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金

額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額

を 切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者

で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の １ １ ０ 分 の １

０ ０ に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

 

 

２ ． 競 争 参 加 資 格 

 

（ １ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約 事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 付 け １

３ 水 研 第 ６ ５ 号 ） 第 １ ２ 条 第 １ 項 及 び 第 １ ３ 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

 

（ ２ ） 令 和 ４ ・ ５ ・ ６ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省 庁 統

一 資 格 の ｢ 役 務 の 提 供 等 契 約 ｣ の 業 種 ｢ 情 報 処 理 ｣ 、 ｢ ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 ｣ 又 は 「 そ の 他 」 の

資 格 保 有 者 で あ る こ と 。  

 

（ ３ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事 長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及

び 役 務 等 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名

停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

 

（ ４ ） 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ３ ２ 条

第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

 

 （ ５ ） I S O / I E C 2 7 0 0 1 又 は I S M S 認 証 取 得 事 業 者 で あ る こ と を 証 明 し た 者 で あ る こ と 。  

 

 （ ６ ） 政 府 情 報 シ ス テ ム の た め の セ キ ュ リ テ ィ 制 度 （ I S M A P 又 は I S M A P - L I U ） に 登 録 済 ま た

は 登 録 手 続 き 中 で あ る こ と を 証 明 し た ク ラ ウ ド サ ー ビ ス を 利 用 し て い る こ と 。  

 

 

３ ． 入 札 説 明 書 等 の 交 付 方 法      競 争 参 加 希 望 者 は 、 以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説

明 書 、 入 札 心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式

等 ） の 交 付 を 受 け る こ と 。  

① 直 接 交 付  

神 奈 川 県 横 浜 市 神 奈 川 区 新 浦 島 町 １ － １ － ２ ５  

テ ク ノ ウ ェ イ ブ １ ０ ０  ６ 階  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

総 務 部 調 達 課  

電  話  ０ ４ ５ － ２ ７ ７ － ０ １ ３ ３  

Ｆ Ａ Ｘ  ０ ４ ５ － ２ ７ ７ － ０ ２ １ ８  

② 宅 配 便 着 払 い に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構

マ イ ナ ン バ ー 取 扱 業 務  一 式 入 札 説 明 書 宅 配 便 に て

希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、 担 当 者 名 、 住 所 、 電 話 番 号

を 記 載 の う え 、 上 記 ① あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ と 。  

③ メ ー ル に よ る 交 付  
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任 意 書 式 に 「 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構

マ イ ナ ン バ ー 取 扱 業 務  一 式 入 札 説 明 書 メ ー ル に て

希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、 担 当 者 名 、 メ ー ル ア ド レ ス 、

電 話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記 ① あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る

こ と 。  

 

 

４ ． 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所 等    仕 様 書 等 に 関 し 質 疑 が あ る 場 合 に は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １

９ 日 ま で に 上 記 ３ ． あ て に メ ー ル （ ア ド レ ス は 入 札 説 明

書 に 記 載 ） 又 は フ ァ ッ ク ス に て 質 疑 を 行 う こ と 。 当 日 ま

で の 質 疑 を 取 り ま と め 、 回 答 は 入 札 説 明 書 受 領 者 全 員 に

対 し て 行 う と と も に 当 機 構 の ホ ー ム ペ ー ジ に て 公 表 す る

こ と に よ り 入 札 説 明 会 に 代 え る 。  

                  な お 、 当 該 日 以 降 に 質 疑 が 発 生 し た 場 合 も 随 時 受 け 付

け 、 同 様 に 対 応 す る 。  

                  た だ し 、 質 疑 内 容 に 個 人 に 関 す る 情 報 で あ っ て 特 定 の

個 人 を 識 別 し 得 る 記 述 が あ る 場 合 及 び 法 人 等 の 財 産 権 等

を 侵 害 す る お そ れ の あ る 記 述 が あ る 場 合 に は 、 当 該 箇 所

を 伏 せ 又 は 当 該 質 疑 を 公 表 せ ず 、 質 疑 者 の み に 回 答 す る

こ と が あ る 。  

 

 

５ ． 証 明 に 関 す る 事 項        競 争 参 加 者 は 、 上 記 ２ ． ( ５ ) 、 （ ６ ） を 証 明 す る 証 明 書

等 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ １ ） 証 明 書 等          詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

 （ ２ ） 提 出 場 所            ３ ． ① に 同 じ 。  

 （ ３ ） 提 出 期 限          令 和  ６ 年  ５ 月  ７ 日  １ ２ 時 ０ ０ 分  

 

 

６ ． 入 札 の 日 時 及 び 場 所 等   

 

 （ １ ） 入 札 の 日 時 及 び 場 所     令 和  ６ 年  ５ 月  ９ 日  １ ４ 時 ０ ０ 分  

神 奈 川 県 横 浜 市 神 奈 川 区 新 浦 島 町 １ － １ － ２ ５  

                 テ ク ノ ウ ェ イ ブ １ ０ ０   

                 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  会 議 室  

 

 （ ２ ） 郵 便 に よ る 入 札 書 の      令 和  ６ 年  ５ 月  ９ 日  １ ２ 時 ０ ０ 分  

受 領 期 限 及 び 提 出 場 所    ３ ． ① に 同 じ 。  

 

 

７ ． そ  の  他  

 

 （ １ ） 契 約 手 続 き に お い て  

使 用 す る 言 語 及 び 通 貨    日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。  

 

（ ２ ） 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  免  除 。  

 

（ ３ ） 入 札 の 無 効      本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格 の な い 者 の 提 出 し た 入 札

書 及 び 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。  

 

 （ ４ ） 契 約 書 作 成 の 要 否      要 。  

 

（ ５ ） 落 札 者 の 決 定 方 法       予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入

札 を 行 っ た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。  

 

（ ６ ） 競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知

書 写 し 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。  

 

（ ７ ） 詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

 

８ ． 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表  

 

（ １ ） 公 表 の 対 象 と な る 契 約 先  

次 の ① 及 び ② い ず れ に も 該 当 す る 契 約 先  

①  当 機 構 に お い て 役 員 を 経 験 し た 者 （ 役 員 経 験 者 ） が 再 就 職 し て い る こ と 又 は 課 長

相 当 職 以 上 の 職 を 経 験 し た 者 （ 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 ） が 役 員 、 顧 問 等
※ 注 １  

と し

て 再 就 職 し て い る こ と  

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高 が 、 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の ３ 分 の １ 以 上 を 占 め て い る こ

と
※ 注 ２

 

な お 、 「 当 機 構 」 と は 、 改 称 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 及 び 国 立 研 究 開

発 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 、 統 合 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 大 学 校 を 含 み ま す 。  

※ 注 １   「 役 員 、 顧 問 等 」 に は 、 役 員 、 顧 問 の ほ か 、 相 談 役 そ の 他 い か な る 名 称 を 有 す

る 者 で あ る か を 問 わ ず 、 経 営 や 業 務 運 営 に つ い て 、 助 言 す る こ と 等 に よ り 影 響 力

を 与 え る と 認 め ら れ る 者 を 含 む 。  

※ 注 ２   総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の 額 は 、 当 該 契 約 の 締 結 日 に お け る 直 近 の 財 務 諸 表 に 掲



 - 3 -

げ ら れ た 額 に よ る こ と と し 、 取 引 高 は 当 該 財 務 諸 表 の 対 象 事 業 年 度 に お け る 取 引

の 実 績 に よ る 。  

 

（ ２ ） 公 表 す る 情 報  

上 記 （ １ ） に 該 当 す る 契 約 先 に つ い て 、 契 約 ご と に 、 物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量 、 契

約 締 結 日 、 契 約 先 の 名 称 、 契 約 金 額 等 と 併 せ 、 次 に 掲 げ る 情 報 を 公 表 す る 。  

①  当 機 構 の 役 員 経 験 者 及 び 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 （ 当 機 構 Ｏ Ｂ ） の 人 数 、 職 名 及 び

当 機 構 に お け る 最 終 職 名  

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高  

③  総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 に 占 め る 当 機 構 と の 間 の 取 引 高 の 割 合 が 、 次 の 区 分 の い ず

れ か に 該 当 す る 旨  

３ 分 の １ 以 上 ２ 分 の １ 未 満 、 ２ 分 の １ 以 上 ３ 分 の ２ 未 満 又 は ３ 分 の ２ 以 上  

④  一 者 応 札 又 は 一 者 応 募 で あ る 場 合 は そ の 旨  

 

（ ３ ） 当 機 構 に 提 供 し て い た だ く 情 報  

①  契 約 締 結 日 時 点 で 在 職 し て い る 当 機 構 Ｏ Ｂ に 係 る 情 報 （ 人 数 、 現 在 の 職 名 及 び 当

機 構 に お け る 最 終 職 名 等 ）  

②  直 近 の 事 業 年 度 に お け る 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 及 び 当 機 構 と の 間 の 取 引 高  

 

（ ４ ） 公 表 日  

契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 原 則 と し て ７ ２ 日 以 内 （ ４ 月 に 締 結 し た 契 約 に つ い て

は 原 則 と し て ９ ３ 日 以 内 ）  

 

（ ５ ） そ の 他  

当 機 構 ホ ー ム ペ ー ジ （ 契 約 に 関 す る 情 報 ） に 「 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構

が 行 う 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表 に つ い て 」 が 掲 載 さ れ て い る の で ご 確 認 い た だ く と と も に 、

所 要 の 情 報 の 当 機 構 へ の 提 供 及 び 情 報 の 公 表 に 同 意 の 上 で 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約

の 締 結 を 行 っ て い た だ く よ う ご 理 解 と ご 協 力 を お 願 い い た し ま す 。  

な お 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締 結 を も っ て 同 意 さ れ た も の と み な さ せ て い た だ

き ま す の で 、 ご 了 知 願 い ま す 。  

 

 

９ ． 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ い て  

 

当 機 構 で は 、 国 よ り 示 さ れ た 「 研 究 機 関 に お け る 公 的 研 究 費 の 管 理 ・ 監 査 の ガ イ ド ラ イ ン

（ 実 施 基 準 ） 」 （ 平 成 １ ９ 年 ２ 月 １ ５ 日 文 部 科 学 大 臣 決 定 ） に 沿 っ て 、 公 的 研 究 費 の 契 約 等

に お け る 不 正 防 止 の 取 り 組 み を 行 っ て お り 、 取 り 組 み の ひ と つ と し て 、 取 引 先 の 皆 様 に 「 国

立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 」 （ U R L ： h t t p s : / / w w w .

f r a . g o . j p / h o m e / k e i y a k u / k o u t e k i k e n k y u h i f u s e i b o u s h i . h t m l ） を ご 理 解 い た だ き 、 一 定 金 額

以 上 の 契 約 に 際 し て 、 当 該 注 意 事 項 を 遵 守 す る 旨 の 「 誓 約 書 」 の 提 出 を お 願 い し て い ま す 。  

公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 関 係 書 類 （ ① 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ

い て 、 ② 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 、 ③ 誓 約

書 ） は 、 入 札 説 明 書 に 添 付 し ま す の で 、 契 約 相 手 方 と な っ た 場 合 は 、 誓 約 書 の 提 出 を お 願 い

し ま す 。  

な お 、 当 機 構 の 本 部 、 研 究 所 、 開 発 調 査 セ ン タ ー 、 水 産 大 学 校 い ず れ か １ 箇 所 に １ 回 提 出

し て い た だ け れ ば 、 当 機 構 内 の 次 回 以 降 の 契 約 で は 再 提 出 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。  



 

  

業 務 仕 様 書 

 

１．件    名 

国立研究開発法人水産研究・教育機構マイナンバー取扱業務 

 

２．業務の目的 
本業務は、国立研究開発法人水産研究・教育機構（以下「機構」という。）が、

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下

「マイナンバー法」という。）に基づき、機構の役員・職員・契約職員（以下「職

員等」という。）とその家族及び機構の要請により業務に従事する者（以下「外部

委員等」という。）のマイナンバーの収集・保管・廃棄・利用に関する業務を行う

にあたり、外部専門業者のリソースを活用し、安全性を確保した業務の遂行を実現

することを目的とする。 
 

３．業務場所 
請負業者指定場所及び機構各事業所（別紙１事業所一覧のとおり） 
 

４．契約期間 

契約締結日から令和 8 年 3 月 31 日まで 

ただし、運用・利用は令和 6 年 7 月 1 日からとするため、準備は利用開始日までに

整えること。 

(1) システム利用準備期間 

契約締結日～令和 6 年 6 月 28 日 

(2) 運用・利用 

  令和 6 年 7 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日 

 
５．業務概要 

（１）業務の範囲 

    業務の目的を達成するため受注者が行う業務の範囲は、別紙２「概念図」のと

おり「収集業務」、「保管・廃棄業務」、「利用業務」及び「導入支援業務」とす

る。 

    ただし、「利用業務」のうち、法定調書等手続き業務は請負業者が行うが、雇

用保険関係手続き業務については、本調達の業務対象外とする。 

（２）利用対象者数等（概算） 

  ⅰ）現在の登録者数：（保管業務） 

     ※退職後 7 年保管者含む 

①職員等：4,100 名 



 

  

②職員等の家族：2,700 名 

③外部講師・委員等：550 名 

合計 7,350 名 

  ⅱ）新規登録者見込数：（年間収集業務） 

①職員等：250 名 

②職員等の家族：100 名 

③外部部講師・委員等：50 名 

合計 400 名 

400 名×2 年間＝800 名 

  ⅲ）法定調書等手続き対象者数：（利用業務 令和 4 年度実績） 

①給与支払報告書：2,241 枚（提出先：251 箇所） 

②源泉徴収票：1,011 枚 

③報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書：21 枚 

④不動産の使用料等の支払調書：１枚 

※予定数量は概算であり、契約期間内の業務量を保証するものではありません。 

 

６．業務内容 

（１）収集業務 

①職員等やその家族、外部委員等（以下「対象者」という。）からマイナンバー及

び本人確認書類（以下「マイナンバー等」という。）を収集すること。なお、収

集に際しては以下に留意すること。 

・対象者向けのマイナンバー等の提供依頼文書は、機構と十分に打合せを行ったう

えで送付すること。 

・マイナンバー等の収集方法は、紙媒体又はオンラインによる。なお、オンライン

での収集が可能な場合、紙媒体との比率は１：１の想定とする。 

ただし、機構が紙媒体での収集を指示した場合には対応できること。収集にあ

たっては機構を経由せず請負業者が直接収集し、第三者が提出される情報に触れ

ることのない仕組みを用いること。なお、機構が対象者のマイナンバー等を閲覧

することがないことを条件に、送料削減のため、請負業者から示された収集方法

を記載した書類（封筒含む）を別紙１に示すマイナンバー取扱担当者（以下「取

扱担当者」という。）から対象者に配布することも可能とするが、回収について

は、請負業者が確実に行うこと。（この場合も、外部委員等については機構を経

由せず請負業者が直接収集を行うこと。） 

・マイナンバー等の収集は、追跡記録が残る専用封筒を使用すること。 

・収集に必要な情報（氏名・住所・生年月日等の項目）については、機構から請負

業者へ提供するものとし、情報の形態は Excel データ等とする。なお、請負業者



 

  

は契約締結後、収集に必要な情報（氏名・住所・生年月日等の項目）を早期に機

構へ伝えること。 

・請負業者は、収集したすべてのマイナンバー等について、登録までの手続きを行

うこと。 

・詳細な収集方法については、契約締結後、機構本部における総務部総務課担当者

（以下「担当者」という。）と打ち合せるものとする。 

②サポートデスクを設置する等、対象者から円滑にマイナンバー等の必要書類を収

集できる仕組みを構築すること。 

・対象者に対して、収集手順等について、資料等を用いて必要な説明及び収集のサ

ポートを行うこと。 

③マイナンバー等の収集に際して、収集した確認書類等の廃棄は適切に行い証明書

を発行すること。 

（２）保管・廃棄業務 

①令和６年３月３１日までに収集済みのマイナンバー等を、担当者より請負業者へ

電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）で提供するので、機構からの提供後速やかに請負業者の

管理する専用データベースに保管すること。なお、当該マイナンバーを収集した

事業者が本業務を請け負う場合はこの限りではない。 

②「６．業務内容（１）収集業務」で収集するマイナンバー等を令和６年３月３１

日までに収集済みのマイナンバー等とともに、請負業者の管理する専用のデータ

ベースにて保管すること。 

・データベースの保管場所（以下「データセンター」という。）については、個

人情報保護委員会が定めた特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン

（行政機関等編）（平成２６年１２月１８日制定（令和５年７月最終改正））

（以下「ガイドライン」という。）に定められている十分な安全管理措置を講

じていること。 

③契約が終了した場合は、速やかにすべてのデータを機構へ提出すること。同時に

サーバ内のデータを削除し、証拠書類やログ等を添付の上、報告すること。なお、

令和８年４月１日以降、機構が本業務と同内容の調達を行い、当該調達について

本業務の請負業者が契約相手方となった場合はこの限りではない。 

（３）利用業務 

・法定調書（給与支払報告書、源泉徴収票、報酬、料金、契約金及び賞金の支払

調書、不動産の使用料等の支払調書）の指定箇所へマイナンバーの出力を行い、

行政機関へ直接提出、又は電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）により機構へ提出すること。 

具体的な提出方法については契約締結後に機構と打ち合わせること。 

（４）導入支援業務 

① マイナンバー収集・保管・利用にかかるサービスの提供及び導入に向けた支援



 

  

を行うこと。 

② データベースの利用方法や運用マニュアル等を提供すること。 

③ 取扱担当者及びその補助者への説明・指導を行うこと。 

④ 対象者に対し、マイナンバー等収集方法等の説明を行うこと。 

（５）その他 

・取扱担当者及びその補助者が必要に応じて請負業者が管理するデータベースに

アクセスし、マイナンバー収集状況の確認や、雇用保険被保険者資格取得申請

等業務の際に収集されたマイナンバーの参照が可能な仕組みを令和 6 年 7 月１

日から使用できるように準備すること。 

・マイナンバーのデータは、当該者の氏名以外の情報（職員番号やユニークキー、

生年月日等）により照合できること。 

・取扱担当者及びその補助者が請負業者の管理するデータベースへアクセスする

際には、専用の ID とパスワード等を用い、アクセス者の特定・制限やログ確認

が行える仕組みを構築していること。専用 ID の数量は、35 個程度とする。 

・SSL による通信の暗号化等、情報漏えい防止の仕組みを構築していること。 

・そのほか、本仕様書に示す業務内容は、基本概要を示すものであり、請負業者

は、業務を円滑に遂行するにあたり、ガイドライン及び独立行政法人等の保有

する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）の基本方針に従

い業務を行うものとする。 

 

７．個人情報保護に関する要件 

（１）個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報の取り扱いに関する内部規程

やマニュアルの作成等（漏洩等の防止策等）必要な措置を講じていること。また、

契約の解除後及び契約期間満了後も同様の措置を講じること。 
（２）個人情報の取り扱いに関して、過去に不適切な取扱いがないこと。また、不適

切な取扱いがあった場合には、その後に改善策等がなされたことを請負業者にお

いて証明すること。 
(３) ＩＳＯ／ＩＥＣ27001 又はＩＳＭＳ認証取得事業者であること。 

(４) 情報の漏えい、改ざん、消去等が発生した場合及びシステム障害が発生した場

合には、その内容の調査、影響範囲、復旧等について直ちに機構担当者に報告す

ること。 

(５) 請負業者が機密情報を外部に漏えいし、又は外部に持ち出したこと等に起因し

て機構が損害を被った場合、機構は請負業者に対して損害賠償を請求し、かつ機

構が適当と考える必要な措置をとることができる権利を有する。 

 

８．その他共通事項・禁止事項等について 

（１）秘密保持義務 



 

  

この契約による事務の処理に従事している者に対し、本業務に関して知り得た個

人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切

な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後において

も同様とする。 

（２）マイナンバー等の目的外利用の禁止 

この契約による事務に係る個人情報について、当該事務を処理する目的以外に利

用してはならない。 

（３）事業所内からのマイナンバー等の二次使用・持ち出しの禁止 

マイナンバーを保管するデータセンター等からのマイナンバー及び関連書類・デ

ータの二次使用・持ち出しを禁止する。 

（４）再委託について 

   請負業者が本業務の全部を一括して第三者に再委託することは禁止とする。ただ

し、本業務の一部について再委託する場合は、事前に機構の承認を得るものとし、請

負業者は再委託先に対して本業務に係る契約書及び仕様書に定める事項を遵守させ、

再委託先の業務履行、個人情報の管理及び情報セキュリティの取組について、適切な

管理監督を実施すること。 

（５）漏えい事案等発生時の責任 

以下に定める内容については、この契約の解除及び機構から請負業者へ損害賠償

の請求をすることができる。 

①この契約による事務を処理するために請負業者が取り扱うマイナンバーについ

て、請負業者の責に帰すべき理由による紛失及び二次使用や流出等の漏えいがあ

ったとき。 

②この契約による業務の目的を達成することができないと認められるとき。 

（６）従業員等に対する監督・教育義務 

マイナンバー等の取扱いに対する情報セキュリティ教育を年１回以上実施するこ

と。また、その実施結果については教育実施の都度、機構に報告を行うこと。 

（７）業務委託内容の遵守状況の報告 

マイナンバー等を取り扱う事務について、機構の求めに応じ、管理状況の説明も

しくは資料の提出をすること。 

（８）マイナンバー等を取扱う従業員等の明確化 

マイナンバーを取扱うための規程・規則・体制及び取扱者について、業務開始前

に機構に報告を行うこと。またこれらについて変更があった場合はその都度機構

に報告を行うこと。 

（９）実地監査調査等 

機構が実施する監査及び調査を求めた場合は応じること。また、その内容や時期

については、機構と請負業者が協議のうえ実施することとする。 



 

  

(10) 政府情報システムのためのセキュリティ制度（ISMAP 又は ISMAP-LIU）に登録済ま

たは登録手続き中であるクラウドサービスを利用すること。 

（11）本仕様書に定めのない事項への対応 

マイナンバー法の改廃、または業務内容に変更が生じた場合など、本仕様書の内

容に疑義が生じた場合は、都度、機構と請負業者が協議し対応を取り決めるもの

とする。 



別紙１

実施事業所名
マイナンバー取扱担当者

(電話番号）
郵便番号 所在地

水産研究･教育機構本部
契約締結後必要に応じて連絡。

（以下同様）
221-8529

神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25
テクノウエイブ100 ６階

札幌庁舎 062-0922 北海道札幌市豊平区中の島２条２－４－１

釧路庁舎 085-0802 北海道釧路市桂恋１１６

塩釜庁舎 985-0001 宮城県塩釜市新浜町３－２７－５

横浜庁舎 236-8648 神奈川県横浜市金沢区福浦２－１２－４

新潟庁舎 951-8121 新潟県新潟市中央区水道町１－５９３９－２２

廿日市庁舎 739-0452 広島県廿日市市丸石２－１７－５

長崎庁舎 851-2213 長崎県長崎市多以良町１５５１－８

南勢庁舎 516-0193 三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２－１

神栖庁舎 314-0408 茨城県神栖市波崎７６２０－７

開発調査センター 221-8529
神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25
テクノウエイブ100 ６階

水産大学校 759-6595 山口県下関市永田本町２－７－１

外部委員等

取り纏め13区分

国立研究開発法人水産研究・教育機構　事業所一覧



取扱担当者及びその補助者 収集・保管・廃棄・利用
請負業者

税務署・
市区町村

外部委員等

対象者データ提供

マイナンバー収集依頼

マイナンバー等提出

運用実績報告

職員等

法定調書（マイ
ナンバー記載有

り）

法定調書データ
（マイナンバー
記載無し）

マイナンバー等提出

導入支援

マイナンバーの閲覧
利用

源泉徴収票
（マイナンバー
記載無し）

保管・データの廃棄

電子デー
タで送付

機構

○機構で取扱う法定調書の種類
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
・給与支払報告書
・給与所得の源泉徴収票

別紙２概念図


